令和７・８年度 入札参加資格審査申請書提出要領
（建設工事、測量・建設コンサルタント等及び物品・役務等）
令和７・８年度において、有明広域行政事務組合が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等及び物品・役務等に係る入札への参加資格取得を希望する事業者は、下記の要領により必要書類を提出してください。
１ 受付期間　　令和８年１月５日(月) ～ 令和８年２月２７日(金)
（持参の場合は、組合の休日を除く。）

　　　　　　　 郵送の場合は、到着日を申請日とし、令和８年２月２７日到着分で締め切ります。

※受付期間以外での随時受付は行いません。

２ 持参受付時間　　午前８時３０分から午後４時３０分（最終日は午後５時）まで
（正午から午後1時を除く。）
３ 受付場所　　〒８６９－０２９２　
熊本県玉名市岱明町野口２１２９番地（玉名市役所岱明支所３階）
有明広域行政事務組合　総務課　財政係
４ 有効期間　　受付日から令和９年３月３１日まで有効
５ 欠格事項　　次のいずれかに該当する者には、資格を与えません。また、資格付与後に該当する事実が判明した場合は、その時点で登録を抹消します。
　        （１）地方自治法施行令第167条の4に規定する者

　        （２）建設業法第３条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する「経営事項審　　査」を受けていない者（建設工事を申請の場合）
　        （３）営業に必要な許可、登録、資格等を有していない者（工事以外を申請の場合）
（４）社会保険適用事業所にもかかわらず社会保険に加入していない者（「経営事項審査」の再審査を受けている者を除く。）
（５）事業所としての業態をなしていないと判断された者
（６）国税、都道府県税、市区町村税のいずれかにおいて未納がある者
（７）提出書類の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載しなかった者
（８）有明広域行政事務組合公共工事請負契約等に係る暴力団等排除措置要綱第2条第4号の者（確認が必要な場合は、申請書の提出後、玉名警察署もしくは荒尾警察署に照会を行います。）
６ 提出書類　　令和７・８年度入札参加資格審査申請提出書類一覧表のとおり〈提出部数 各１部）
※　必ずホームページに掲載している所定の様式を使用してください。
　経歴書等の記入欄が不足する場合には、適宜コピーして追記してください。

７ 提出方法　　 郵送又は直接持参にて受付けます（原則郵送での対応をお願いします）。期間内に受理できるよう余裕を持って提出してください。
　　　　　　　書類は、郵送、直接持参にかかわらず、提出書類一覧表の番号順にＡ４フラットファイル（背表紙に社名を記載してあるもの）に綴じてください。
郵送時は、封筒に「入札参加資格審査申請書在中」と朱書きの上、必ず返信用ハガキを同封して提出ください。返信用ハガキがない場合、受付票を発行いたしません。
８　申請受理　　申請書及び添付書類がすべて揃った時点で申請受理となります。修正や不足がある書類は受理できませんので、指示に従い迅速かつ誠実に対応をお願いします。概ね７日以内に対応されない場合、申請の意思がないものとみなし不受理といたします。
９　資格認定    共通事項及び個別事項の審査終了後、順次資格の認定を行います。
書類到着後、審査認定までに期間を要しますので、あらかじめご了承ください。
なお、1ヶ月以上経過しても返信がない場合はご連絡ください。
10　特記事項
●　各種証明書の発行日は、提出日前３ヶ月以内とします。
●　提出された書類に記載された情報は、公表する場合がありますのでご了承ください。
●　測量業者で営業所等に委任する場合、委任先営業所等に所属する測量士（役員が兼ねる場合も同様）について、測量法に基づき国土地理院が発行する測量士名簿記載事項証明書を提出してください。
· 建築士事務所で営業所等に委任する場合、建築士法に基づき、営業所等の登録証を提出してください。

· 営業所等に委任する場合、入札･契約･その他の権限を営業所等に委任する規定の委任状が必要です。
· 役務の提供については、希望業種区分にない場合、その他の欄（別枠）に業務内容を記載してください。
11 問合せ先　　電話 ０９６８－５７－５１１１
FAX　０９６８－５７－５２２２
有明広域行政事務組合　総務課　財政係
令和７・８年度入札参加資格審査申請提出書類一覧表
	提出書類名
	工事
	測量等
	役務等
	備　　考

	有明広域行政事務組合一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書
	○
様式１
	１社で、工事・測量等・役務等を一度に申請する場合も、それぞれに提出してください。
※ 営業所等に委任する場合は、営業所等名での契約締結を条件とします。

	許可・登録証明書
	○
	△
	・建設業については・・・

建設業許可証明書（写し）(建設業法第３条の許可証明書)または、国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」の業者概要。許可通知書では、確認が取れないので受付できません。
・ コンサルタント等・役務等については・・・

申請事業について、許可･登録の必要がある場合、そのことがわかる証明書・通知書等（写し）を添付すること。
· 測量業者で営業所等に委任する場合は、測量士名簿記載事項証明書(写し)を添付すること。

· 建築士事務所で営業所等に委任する場合は、営業所等の登録証明書 (写し)を添付すること。

	経営規模等評価結果通知書兼総合評定値通知書
	○
	―
	最新のものを提出すること。

社会保険未加入者で再審査を受けた場合は、再審査日以降の通知書(写）
※更新したときには必ず再提出のこと。

	営業概要
	―
	○

様式９
	許可の必要な品目については、証明書の写しを添付すること。

	希望業種調書

実績調書
	○

様式２
	○

様式５

様式６
	○

様式10

様式11
	営業所等に委任する場合、営業所等で事業が可能な単位で希望すること。
実績の金額については、本社毎で可。

	工事（業務）経歴書
	○

様式３
	○

様式７
	△
様式12
	希望業種の直前の２ヶ年分を提出すること。

	技術者経歴書
	○

様式４
	○

様式８
	△

様式13
	保有資格者の名簿及び経歴書、役務は、資格を要する業種のみ記載すること。

	委　任　状
（別紙１）
	△
	営業所等に委任する場合に必要。（複数申請する場合、２枚目以降は写しも可）

	使用印鑑届
（別紙２）
	△
	実印と使用印が異なる場合に必要。（複数申請する場合、２枚目以降は写しも可）

	営業所一覧表
（別紙３）
	△
	申請日現在の状況を提出。


	提出書類名
	工事
	測量等
	役務等
	備　　考

	印鑑登録証明書
	○
	写しを提出。

	登記（履歴）事項全部証明書

（個人の場合は身分証明書）
	○
	写しを提出。

	税金の未納(滞納)がない証明
	○
	本社及び委任先営業所等のすべてにおいて提出。（写しで可）
国税の場合、納税証明書（個人にあってはその３の２、法人にあってはその３の３）

都道府県税･市区町村税の場合、未納又は滞納がない旨の記載があるもの
自治体によって発行がない場合は、申請直前の２ヵ年分の納税証明書を提出すること。

	労働保険料納付証明
	○
	△
	労働基準監督署の証明書・領収書(写し)等

	有明広域行政事務組合公共工事請負契約等に係る暴力団等排除措置要綱に関する誓約書
　(別紙４)
	○
	本社名で作成したもの

	返信用ハガキ
	△
	受領確認済みのスタンプを押印し返送するので、郵送の場合は必ず同封すること。


○：必ず提出してください。
△：該当する場合に提出してください。
※  工事の経営事項審査の有効期限は1年7ヶ月です。有効期限を確認して通知書を提出してください。
　　審査中の場合は、審査機関の受付印を押印した申請書の写しを提出し、通知書が届き次第提出してください。

